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生命保険を|よじめとする民間の保険に小児がん経験者が入れない現状を、何とかしようと、経験者の親たちが立ち上がりました。
「共済型の保障を自分たちで作つてしまおう」。意気に感じた世界一流の再保険会社がバックアップしてくれることになり、経験

者とその家族だけでなく、医療者、友人など誰でも「おうえんプラン」に加入できるようになりました。□―リスク、□一リターン

で|よありますが、小児がん経験者を含めた誰でもが保障を受けられるようになつた始めの一歩です。

子どもたちのために大切な寄付文化を一味違つたスタイルで日本に根付かせましょう。

ぼくも会員になり応援しています。

聖路力0国際病院 細谷 亮太
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現在、日本では一度小児がんを経験すると、医療保険の加入 |よ 困難だ。がん保険となれば加入を拒否される。自立するためには絶対

欠かせない医療費の保障なので、何か良い方法 |よ ないかと探し、見つけたのが「八―トリンク共済」だつた。38年経ち、二次がんを発

症し八―トリンク共済から保障を受け、経済的に助かり、将来の不安を軽減でき、安心して自分の道を進むことができてしヽる。

千葉県 井上 領さん

八―トリンクは、相互扶助の精神に基づき、過去に小児がんに罹思された会員の福利厚生のために必要な事業を行い、会員の福利の

増進と自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的な地位ならびに生活環境の向上を図ることを目的として設立された団体です。

白血病などの小児がんを克服し、現在、健康な学校生活や社会生活を営んでしヽる人たちがお申込みしヽただける共済帝」度を立ち上 |ナ

ました。

現在日本では、小児がんを経験した人たちのカロ入できる医療保障型の生命保険がほとんどないため、同じ体験をした人達で共に助け

合しヽ、不慮の事故や病気などで入院したときに保障を受ける事ができる当共済制度、また、そのリスクを補うための一般を対象とした

「おうえんプラン」の運営に、皆さまのこ理解とこ賛同をしヽただけますよう、よろしくお願いしヽたします。

理事長 石田 也寸志



瞭
小児がんに曜患されたことのある方がお申込み
いただけます。
●「小児がん」とは、小児期にかかる悪性腫蕩の総称です。

《例》Jヽ 児自血痛、悪性リンパ腫、神経芽細胞腫 など

※医療保障コース本人プランヘのお申込みは、本会所定の小児がん原発治療終了証明書 (原発治療を終えてわ`ら7年以上経過

していることが.I明されるもの。治療終了後の定期検診は含みません。)と健康診断書(実施]年以内)を本会にご提出しヽただける方となります。

なお、いすれも発行にかかる実費はお申込人にご負担いただきます。また、こ提出いただいた書類から本会が加入審査を行つた結果、こ加入いただけない

場合もあります。

書J安な掛金で保障を提供しまず。 八―トリンク共済の

収益金は晩期合併

症のある就労困難

な、小児がん経験者

の就労支援に助成

しています。

害J安 悲推卜金で、ケガや病気による死せ。入院。手術を保障します。

※こ加入プランにより保障内容、お支払い条件 よ異なります。

※]回 の入院につき支払われる上限国数|よ、こ加入のプランによつて異なります。

ケガや病気に鹸り入院番穐た期間に季術を貫勝漁暢釜

種襲1罷肺鰺電保障tyます。
※手術の種類により、対象夕|になる場合もあります。

脳 馨  0慾 t量 愚    
※

縄

※医療保障コース本人プランは、急性心筋梗塞のみ対象外です。

鹸馬  醸  審じまず⑤

G軍入院見舞金』にプラスして『8圏馨韓入院異寵釜』をお童品いします。

OF痛鋪入院業済釜ゴにプラスもで『囲圏嬰節入院業消豊」
霞胞iま『f掛濃黒入院業潰釜』をめ配払隙性夕霞ず。

切迫流産による入院も入院初日
※医療保障コースおうえんプランよ対象外です。

※]回 の入院につき支払われる上限国数|よ 60国です。

から保障します。

◎脳卒中で60日間入院した場合 お支払総額 12,000円 X60園謎7209000円

入院見舞金

(日額)7,000円

轡八…トリンクの Ftt gB・
8ト リンク共済』とは

どフ

八―トリンクの「A一 トリンク共済」は、八―トリンクの会員となられた方を対象とした保障制度であり、会員の皆さまが相互に共済掛金を負担しあい、突然のケ

ガや病気に備えるための「助 サ合い」「本目互扶助」を目的としております。「八―トリンク共済」は、会員の皆さまが安心して日常生活を送れるよう、「本当に必要

な保障」をこ提供しヽたします。保障制度の内容につしヽて|よ 、本パンフレット「共済掛金 保障内容Jのページをこ覧くださしヽ。

ぜ人一トリンクの会員とは     ″

八―トリンクの会員 よ、以下のとおりです。

◎小児がんに罹患し医師による原発治療が終了し、フ年以上経過した加入者または医療保障∃―スおうえんプラン加入者

※共済期間の中途で、八―トリンクの会員資格を失つた場合、共済契約の更新はできません。

戦八―EEB3ト リンク共済に力0入するに1ま

八―トリンク共済へのこ加入に際しては、本会所定の力日入申込書にこ記入 l~捺 印のうえ、本会までこ提出ください。なお、医療保障コース本人プランにお申込

みの場合 よ、このほかに本会所定の小児がん原発治療f47了 証明書 (原発治療を終えてからフ年以上経過してしヽることが証明されるもの。治療終了後の定期検

診は含みません。)と健康診断書 (実施 ]年以内)を添えて、本会までこ提出くださしヽ。なお、証明書 診断書のいすれも発行にかかる実費はお申込人にこ負担しヽ

ただきます。また、こ提出しヽただいた書類に基づき、本会で加入審査を実施した結果、こ加入をお断りする場合もありますのであらかじめ己了承くださしヽ。こ加

入に際しましては、本パンフレットの「こ加入時の留意事項」をよくお読みくださしヽ。またこ不明な点等につしヽて|よ、本会までお間しヽ合わせください。

(日額)59000円



ぇ、この共済 の社卜今または保 障額 は、担 讐率 などに基 つき定則 的に見 直され、必要 に応 し変更 さ

れることがあ ります。変更 内容 よ改 めてこ通知 させて いただき、解約 の意 思表示な き限 り、変

史後 の契約 内容 に同意さllた ものとして、共済 契約を継続させていただきます。

次の2つ の条件を満たしている方がご加入できます。

①満12歳以上満60歳未満の方

②小児がんの原発治療終了後フ年以上経過してしヽる方 (発病年齢満 ]8歳未満)

※本会所定の小児がん原発治療終了証明書 (原発治療を終えてから7年以上経過していることが証明されるもの。治療終了後の定期検診は含みません。)

および健康診断書 (実施 ]年以内)の提出が必要です。いすれも発行にかかる実費はお申込人のこ負担となります。

保 障 額

発行日以後の切迫流産による入院の場合、1回 の入院につき6① 日を限度として
お支払しヽします。

発効国以後に発病した「脳卒中Jを 原因として、日本国内の病院等に入院した場

合、]回 の入院につき60日 を限度として、お支払いします。

入院見舞金 (ケガ 病気)の支払事由に該当する入院期間中に所定の手術を受け

た場合にお支払いします。
※]事故 1入院につき 1回 、手術の種類に応じてお支払しヽします。
※入院期間中に複数の手術を受 |ナ た場合 |よ 、そのうち高い額の手術共済金をお

支払いします。

満12歳～満59歳

50万円

日額 7,000円

日額 3,500円

日額 5,000円

種類に応じて

2万円  4万円  8万円

月額共済掛金
※

米加入時年齢 更新時年闘により変わります。

発行日以後のケガ病気により死亡された場合、お支払いします。

発行日以後のケガ 病気により日本国内の病院等に入院した場合、]回の入院に
つき60日 間を限度としてお支払いします。

以下の事由に該当した場合、共済金をお支払いします。

死亡見舞金

入院見舞金

脳卒中入院共済金

手術費用共済金

次の条件を満たしている方がこ加入できます。

●満 ]8歳以上満70歳未満の方

※お申込みの際に医師の診断は不要ですが、健康状態についての告知が必要です。

◎入院見舞金および入院共済金のお支払い|よ 、共済期間内(共済契約が開始されてから終了するまでの間をしヽいます。)を通じて通算して 180国分がお支払いの限度となります。

通算して]80日 分のお支払いをもって入院保障 (手術費用共済金を含みます。)よ 消滅します。

米カロ入時年慌 更新時年齢により変わります。

以下の事由に該当した場合、共済金をお支払いします。
保 障 額   |

※力B入時年齢・更新時年齢により変わります。|

満18歳～満59歳 満60歳～満69歳 |

傷書死亡共済金
共済期間内に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被り、その傷害
を原因として、事故の日から]8① 日以内に死亡した場合にお支払いします。

200万円 200万円 |

病気死亡共済金

傷書後遺障害共済金

発効日以後に発病した病気を原因として、共済期間内に死亡した場合にお支払しヽ

します。

共済期間内に生じた急激かつ偶然な夕ヽ来の事故によつて傷害を被り、その傷吾
を原因として、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合に、その障害の

程度に応じてお支払しヽします。

100万円

最高

200万円

50万円

最高

200万円

病気重度障害共済金

傷害入院共済金

発効日以後に発病した病気を原因として、共済期間内に重度障害が生じた場合に
お支払いします。

共済期間内に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被り、その傷害
を原因として、日本国内の病院等に入院した場合、事故の国から]80日以内の入

院に対して、]回 の事故につき ]80日を限度として、お支払いします。

100万円

日額

5,000円

50万円

日額

5,000円

病気入院共済金
発効日以後に発病した病気を原因として、日本国内の病院等に入院した場合、]

回の入院につき]80日を限度として、お支払いします。

日額

5,000円

日額

3,000円

心疾患入院共済金
発効日以後に発病した「急性心筋梗基Jを原因として、日本国内の病院等に入院
した場合、]回 の入院につき9① 日を限度として、お支払しヽします。

日額

5,000円

日額

3,000円

脳卒中入院共済金

手術費用共済金

発効日以後に発病した「脳卒中Jを 原因として、日本国内の病院等に入院した場

合、]回 の入院につき90日 を限度として、お支払いします。

入院共済金 (傷害入院 病気入院)の支払事由に該当する入院期間中に所定の手

術を受 ナた場合にお支払いします。
※]事故 ]入院につき]回、手術の種類に応じてお支払しヽします。
※入院期間中に複数の手術を受 |ナ た場合 |よ 、そのうち高い額の手術共済金をお

支払しヽします。

日額

5,000円

種類に応じて

5万円

10万円
20万円

日額   |
3,000円

種類に応じて |

3万円

6万円
12万円



■カロ入資格 (共済契約者)

本共済の共済契約者は、八―トリンク(以下「本会」といいます。)の会員となられた方で本会と共済契約を

締結し、共済契約上のオ窪和」義務をイ子使できる方とします。

■被共済者の範囲 (保障の対象となる方)

本共済の被共済者となられる方 |よ 、加入申込日において、次の各号の全てに該当し、本会が香査をした結

果、本共済への力8入を承諾した方とします。

(1)共 済契約の被共済者となることに同意している方

C)医 療保障コース本人プランについては、満 18歳 未満で小児がんを発病し、医師による原発治療が終了

してフ年以上経過した満 12歳 以上満 60歳未満の方

(更 新契約におしヽては、満60歳未満の方 )

伸)医 療保障コースおうえんプランについて |よ 、本会の目的に賓同された満 18歳以上満70歳未満の方

(更新契約においては、滴70歳未満の方 )

(4)健 康で正常に就業してしヽる方、または健康で正常な日常生活を目んでいる方

(5)ケ ガや病気のため入院中でない方、また |よ 医師の診察を受けた結果、入院 通院 手術を勧められていな

い方

(6)以 下の慢性疾患もしく|よ こrll lに 類する疾憲について、医師により治療を受けてしヽなしヽ方、患っていない

方またはその状態に■Jし 方ヽ、もしくは医師によりその疾憲であると診断されていない方またはその疾患

の治療の必要があると診断されていない方

●悪性新生物 (ガン肉腫 筋腫 白血病等)● 胃および腸の汽瘍 (胃 濃瘍 十二指腸遺瘍等)

0心腕疾患 ●肺疾患 0市炎 肺結核等)● 脳血管疾患 (脳出血 脳血栓 くも膜下出El等 )

●腎臓疾患 (腎炎 ネフローゼ等)● 肝臓 すいlET等 の内腸疾患 ●糖尿病およびその他代訓障害

●精神病およびアルコール中毒 (統合失詞症等)0骨 髄および神経疾患 (骨髄炎 髄膜炎 脳性麻痺等)

●血管および血液疾患(血友病動脈硬化症等)● 耳鼻および限疾患

●厚生労働省が指定する特定疾病医療費公費負担の対象となる疾患。ただし、本会が指定する疾患とします。

●その他本会が指定する慢性疾惑

(7)次 の職業 (加入できなしヽ職業 )に従事また |よ該当していない方 (更新契約においても同様となります。)

●テストパイロットテストドライツヾ一 テストライターその他これらに類する職業

●競馬 競輪 オートレース 鏡艇その他これらに類する職業

●力士 拳闘家 プロレスラー プロスキーヤーその他これらに類する職業 ●坑内 隧道内作業従事者

●スタントマン ●レスキュー隊員 ●サーカス 軽業師 曲芸等に従事する方 ●猛獣を取り扱う方

●ゴンドラ等を使用する窓 8、さ業に従事する方 (ただし3階建以上の建物の窓 8、き業 )

0「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第 2条第61Fめち 第 11項に定める業務に

従事している方およびその経営者

●行商 露天商およびこれらに準する職業

●主婦 就学者以外の滴 55歳以下の方で、定職または一定の勤労性所得 (収入)を持たなしヽ方

0その他本会が別に指定する職業

※告知書の内容を本会が審査した結果、告知さllた内容によってはこ加入いただけない場合があります。

医療保障コースおうえんプランにつしヽては、条件を付帯してこ加入しヽただく場合があります。

■ 特 認 条 件 付 帯 に よ る こ 加 入 に つ い て 【医 療 保 障 コ ー ス お う え ん プ ラ ン 】

本共済に加入される際、告知書に告知さllた内容 (身体の状態等 )こ よつては、相互扶助による共済制度の

運自上および他の被共済者との公平性を保つため、既往症もしくはそれに関連した特定の傷病については

保障しない等の条件を付 サて契約をお引受けする場合があります。その場合、「特認 A」 また |よ「特認 B」

と表示した共済加入証書の発行をもって通知に代えます。

■告知義務・通知義務
本共済に加入される際、加入申込書の記載事項または告知書の健康状態等の記載事項に事実でないこ

とを告げられたとき、または重要な事実を告 ザなかつたときは、共済金のお支払いを受けられなかったり、

共済契約を解除されることがあります。また、共済契約者は、加入申込言またはその他の記載事項に変更が

生した場合に よ、直ちに書面にて本会に通知しな すればなりません。告知義務連反 通知義務這反により共

済契約が解除された場合には、解除日までに本会に払込まれた共済掛金 よ返戻されません。

■重複・超過加入の制限
本共済への加入は、2□ が限度となります。医療保障コース本人プランと医療保障コースおうえんプランに

は重複して加入できません。

■お申込みの手続き
本会所定の加入申込書 (預金口座振替依頼書を含みます。)および告畑書にこ記入 こ捺印のうえ、本会まで

こ提出くださしヽ。

※医療保障コース本人プランにお申込みの方 よ上記の手続きのほか、本会所定の小児がん原発治療終了証

明書 (原発治療を終えてわち 7年以上経過したことの証明)お よび健康診断書 (実 施 1年以内)も添えて

お申込みください。なお、いすれも発行にかかる実費はお申込人のこ負担となります。またこ提出いた

だいた書類から本会が加入審査を行った結果、こ加入しヽただけなしヽ場合もあります。

■共済掛金の払込みと保障の開始
中)共 済掛金の払込み

本共済の共済掛金は、指定口座からの口座振替による払込みとなります。本会が申込締切日 (毎月20
日)ま でにお申込みを受付け、かつ、加入署査を完了した場合、初回共済推卜金の振替日は、申込締切日の

翌々月8日 (金融機関が体業日の場合は翌営業日)となります。

化)保障の開始 (発効日)                                 ィ

本共済の保障は、初回共済士卜金が振替えられた月の8日の午前零時め`ら開始されます。      'チ
※共済掛金の払込みが遅れますと、保障の開始も遅れますのでこ注意ください。

◎カロ入申込みから加入証書。こカロ入のしおり送付まで

例)]月 ]0日に申込みした場合

▲  ▲            ▲     ▲
10日 20日             8日     本日頃

カロ入申込目
1申

込締切日            発効日  こカロ入のしおり
切回共潮金購日 加入証書 送付

■共済掛金の払込猶予期間と共済契約の無効・失効
中)お 申込後、初回共済推1金の払込みについては、最初の振替日からかぞえて5ヵ月の払込猶予期間があ

ります。なお、この払込猶予期間内に共済掛金が最初の振替日より5回連続して払込まれ
tJい

場合、お

申込みされた共済契約は無効となります。

(2)2回 目以降の共済掛金の払込みについては、その振替日からかぞえて3ヵ月の払込猶予期間がありま

す。この払込猶予期間内にお 1する未納分の共済掛金は、翌月以降の振替日に一括して口座振沓させてい

ただきます。なお、この払込猶予期間内に共済掛金が3回連続して払込まれない場合、最初の滞納日の

属する月の8日 (午前零時)よ り共済契約は失効となりますのでこ注意くださしヽ。

■共済期間と共済契約の更新
共済期間 |よ発効日から1年間となります。なお、共済期間満了日の 1カ月前までに解約のお申し出がなく、共

済契約の更新時に被共済者の範囲に該当し、かつ、本会の喜査により共済契約の更新を承誇さllた方に

つしヽては、翌年以降の共済契約は自動更新されます。

※会員資格を失つた場合は、共済契約の更新ができません。

■共済契約のお申込みの取消し
本会の申込締切日(20日 )の属する月の翌月 ]0日までに本会所定の取消申請書にて本会に通知すること

により、既に加入申込みをした共済契約を取消しすることができます。

■解約の手続きについて
共済契約を解約される場合には、本会にこ連絡のうえ、本会所定の解約申請害をご提出願います。解約申

請書が毎月 10日 (解約申請締切日)ま でに本会で受付 |す られた場合、解約申詩締切日の属する月の翌月8
日が解約日となり 保障の効力は、解約日の前日24時までとなります。

■共済金の請求について
共済金のこ請求は、共済事故センターまでこ連絡ください。受付後、所定の書類をお送りさせていただきま

すので、必要書類を取りまとめのうえ、こ提出ください。

■共済金受取人        '
共済金受取人 |よ 、本会が特に認めた場合を除き被共済者とします。被共済者が共済金を受取ることがで

きなしヽ場合には、被共済者の法定相続人とします。

■共済金請求の時効について
共済金の支払いを請求する権利は、共済金の支払事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間請求が

ない場合には、時効で消減します。

■共済金を減額してお支払いする主な場合
以下の職業に従事する方が、その主たる職務の遂行中に生じた事故につしヽては、共済金額を50%減額し

てお支払しヽします。

●林業従事者 ●海面作業等従事者 ●船員等船舶乗組員 ●石炭鉱業従事者

●採石業 鉱業従事者 ●水力発電施設従事者 ●交通運輸事業従事者 ●貨物等荷役作業従事者

●建築 土木 建設業等従事者 ●警備業従事者 ●海上保安宮 ●自衛官 (防衛大学校生を含む )

●警察官 0そ の他本会が指定する職業

■共済金をお支払しヽできない主な場合

●故意、重大な過失、自殺行為、犯罪イ子為、闘争イ子為によって生じた事故

●地震、噴火または津波に起因して生じた事故 ●自覚症状のみのむちうち症また |よ腰痛等

●妊娠、出産、流産、早産等に起因する医療処置 ●先天異常、精神障害、後天性免疫不全症候群 (エイズ)

0発効日の前日までに発病していた病気または受傷してしヽた傷書と因果関係が認められる事故

●自動車または原動桟付自転車の無資格運転 飲酒運転中の事故

●危険な運動中 (山岳登はん スカイタイビング ノヽンググライター搭乗等 )こ生じた事故

■共済契約内容の変更について
本会は、共済金の支払事由に該当する被共済者の数が予定より著しく増加する場合で、共済事業運営の

維持 継続のために特に必要と認めたとき |よ 、将来に向かつて、共済掛金の増額や保障額の切り下 ザ等、共

済契約の内容を変更する場合があります。この場合、既にこ加入されてしヽる方につしヽても変更後の内容

が適用されるものとします。この変更につき、共済契約者の皆さまに改めてこ通知させてしヽただき、解約

の意思表示なき限り、変更後の契約内容に同意さzllたものとして、共済契約をllA続 させていただきます。

※本共済は、相互扶助の理念に基づいて自主的に運営されており、行政庁の監督を受けておりません。

また、保険契約者保護権構による保護の対象外となります。

※本共済の共済掛金 |よ 、所得税の年末控除 (一般生命保険料控除、介護医療保険料控除)の対象となり

ませんので、あらかじめこ了承ください。

※本共済の保障内容 条件等については、加入後に送付される「こ加入のしおりJをよくお読みください。

なお、こ不明な点等については、本会事務局までお間しヽ合わせくださしヽ。

Aとトリンク
【八一トリンク事務局】
TELi025-282-7248 FAXi025-282-フ 246
TELi①3-680とフア①2(ラ煮京長目務用所)

(受付時間9:00～ 1フ 00/土 日祝日年末年始を除きます。)

Emaii nfo③hartink net URLihttpi//ha「 tink net/

〒95①-0982 新潟県新潟市中央区長潟3丁目]59

【共済事故センター】
TELi01 20-957-981
(受付時間900～ 1フ :00/土 日 祝日 年末年始を除きます。)


